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臨時収集ごみ（有料）引越・大掃除・片付けなどで出たごみ
※年末は大変混み合うので、早めにご予約ください。

【収集】�年内 12 月 27 日㈯正午まで、年始１月 5 日㈪から
【受付】12 月 27 日㈯正午まで（12 月 27 日受付分は令和 8 年
1 月 5 日以降の収集）
羽曳野市環境衛生事業協同組合
☎ 0120-01-9953（フリーダイヤル）／☎ 072-955-5255

クリーンセンターへの持ち込みごみ（有料）
年内 12 月 26 日㈮まで、年始１月 5 日㈪から

【受付】クリーンセンター　９:00 ～ 16:30
※処分するものを車に積み、必ず２人乗車でお越しください。
特殊なものは受付できない場合があるので、事前に問い合わせ
ください。☎０７２-９７６-３３３３

し尿の汲み取り　※年末年始は日時が前後する場合あり
【平常の汲み取り】年内 12 月 30 日㈫まで、年始１月 5 日㈪から

ペットボトル・電池廃蛍光灯の拠点回収
種類 最終収集日（令和 7 年） 収集開始日（令和 8 年）

ペットボトル 12 月 26 日㈮ １月 5 日㈪
電池廃蛍光灯 １月 6 日㈫

＜お願い＞ ごみの分別収集にご協力ください。分別せずに出されたごみが原因で、負傷事故が発生しています。
　　　　　 特にスプレー缶は、必ず穴をあけて資源ごみの日に出してください。

水道局からのお知らせ
12 月 29 日㈪～ 1 月 3 日㈯の期間の水道の修理は、市役所
代表番号へ問い合わせください。☎ 072-958-1111

道の駅しらとりの郷・羽曳野（休業日）
12 月 31 日㈬～ 1 月 6 日㈫
各店舗の営業時間などは直接問い合わせください。
道の駅しらとりの郷・はびきの  ☎ 072-957-6900
あすかてくるで  ☎072-957-8318　　タケル館  ☎072-957-8180

休日急病診療所（診療日時）■■問問  込込保健センター ☎ 072-956-1000
※診療にはマイナ保険証等や子ども医療証が必要
※12 月 30 日㈫～ 1 月 4 日㈰の期間は
　要事前連絡
内科・小児科 10:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:00
小児科土曜・休日夜間診療（南河内北部広域小児急病診療事業）
18:00 ～ 22:00（受付 17:30 ～ 21:30）

市役所閉庁日（市内施設などの休館・運休・休止日）
12 月 27 日㈯～1月 4 日㈰
市役所（本館・別館）、支所、保健センター
※閉庁時の出生届、死亡届、婚姻届、離婚届などの提出は、市役所守衛室に
て受付のみ（24 時間）行います。
12 月 29 日㈪～1月 3 日㈯　※各図書館は1月 4 日㈰まで休館
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・陵南の森総合センター
・各コミュニティセンター（MOMO
プラザ、丹治はやプラザ、石川プラザ）
・エコプラザはにふ
・LICはびきの

・子育て支援センター（ふるいち、むかいの）
・白鳥児童館　　　　　・青少年センター
・青少年児童センター　・峰塚公園管理棟
・人権文化センター　　・向野老人いこいの家
・各高年生きがいサロン
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・タケダハムはびきのコロセアム　　・市民体育館　　・中央スポーツ公園
・グレープヒルスポーツ公園　　　　・健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場
・陵南の森運動広場　・各テニスコート　・石川スポーツ公園第1～第4グラウンド

【施設以外】循環福祉バス (12 月 28 日㈰から運休）、コンビニ交付サービス

年末年始年末年始ののごあんない  ごあんない  市役所、公共施設、循環バスなど 市役所、公共施設、循環バスなど 

年末年始年末年始ののごみ収集ごみ収集などなど    環境保全課 ☎ 072-958-1111 内線 2842環境保全課 ☎ 072-958-1111 内線 2842

もえるごみ（生ごみ）
収集コース 最終収集日（令和 7 年） 収集開始日（令和 8 年）

月・木 12 月 29 日㈪ １月 5 日㈪
火・金 12 月 30 日㈫ １月 6 日㈫
水・土 12 月 31 日㈬ １月 7 日㈬

もえる大きなごみ・資源ごみ
【年始】1 月 5 日㈪から平常どおり収集（一部の地域で下表のとお
り変更あり）、年末年始はごみが多く収集時間が遅れる場合あり
種類 変更のある地域 収集日
も
え
る
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白鳥２・３丁目、南恵我之荘３・４丁目、
南古市１丁目、向野番地、西団地 1 月 8 日㈭

河原城（東除川から西側）、郡戸、
誉田５・６丁目（旧１７０号線沿い除く） 1 月 9 日㈮

碓井１～３丁目（３丁目石川沿いを除く）、誉田１丁目、島泉１・
２丁目、島泉９丁目、古市４丁目１～５番、古市５丁目 1 月 10 日㈯
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伊賀番地（天仁病院付近）、樫山（東除川から東側）、
河原城（東除川から東側）、埴生野（天仁病院付近含む）、
羽曳が丘西６・７丁目、向野番地（天仁病院付近）

1 月 8 日㈭

碓井１～３丁目（３丁目石川沿いを除く）、誉田１丁目、高鷲４
～６丁目、高鷲３丁目の春日丘公団、古市４丁目１～５番 1 月 9 日㈮

野々上１・２・５丁目、白鳥２・３丁目 １月 10 日㈯

「三ない運動」をご存じですか？
政治家の寄附は禁止（贈らない）！政治家の寄附を求めない！受け取らない！
　年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多いシーズンですが、
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や
贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
　きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三な
い運動」（贈らない、求めない、受け取らない）にご理解をお願いします。
※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用
されない場合があります。
■■問問  選挙管理委員会事務局

政治家の寄附禁止の対象例

落成式・開店祝など
の祝花、葬儀の供花、

病気見舞いなど

＜広報誌「総務省」（2025 年12 月号）より＞

お祭りへの寄附・差し入れ、
町内会の集会・旅行など
の催物への寸志・飲食物

の差し入れ

お歳暮・お年賀
など

結婚祝※、
香典※、

卒業祝、入学祝
など
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